
 

 

 

令和８年度 

 

 

 

橋 本 市 予 算 

 

 

 

 

 

 

和 歌 山 県 橋 本 市 

 

－1－



1. 一般会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…3

2. 国民健康保険特別会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…11

3. 駐車場事業特別会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…15

4. 墓園事業特別会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…19

5. 介護保険特別会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…23

6. 後期高齢者医療特別会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…27

7. 工業団地造成事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

8. 水道事業会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…35

9. 下水道事業会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…38

10. 病院事業会計予算　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…41

目　　　次

－2－



一 般 会 計 予 算 
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令和 8 年度　橋本市一般会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,612,588 千円と定め

る。  

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

（債務負担行為）  

第２条　地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。  

（地方債）  

第３条　地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　

地方債」による。  

（一時借入金）  

第４条　地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、2,000,000 千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第５条　地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 各項に計上した一般職の報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用  

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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債　務　負　担　行　為第２表 （単位：千円）

限　　　度　　　額事　　　　　　項 期　　　間

4tダンプ購入 令和 8年度から令和 9年度まで 11,896

ユンボ購入 令和 8年度から令和 9年度まで 22,550

コンビニ収納手数料 令和 8年度から令和 9年度まで 4,488

ポスター掲示場撤去委託 令和 8年度から令和 9年度まで 4,013

期日前投票運営支援委託 令和 8年度から令和 9年度まで 3,130

選挙公報印刷 令和 8年度から令和 9年度まで 538

投票所入場券封入・封緘等 令和 8年度から令和 9年度まで 3,483

委託

総合計画策定支援委託 令和 8年度から令和 9年度まで 15,015

立地適正化計画策定委託 令和 8年度から令和 9年度まで 15,532

窓口業務等アウトソーシン 令和 8年度から令和11年度まで 395,065

グ事業

自治体クラウドサービス利 令和 8年度から令和12年度まで 430,476

用

コンビニ交付サービスクラ 令和 8年度から令和13年度まで 22,572

ウド利用

基幹系端末リース 令和 8年度から令和13年度まで 14,264

人事給与システム更改事業 令和 8年度から令和13年度まで 24,070

財務会計システム更改事業 令和 9年度から令和13年度まで 48,708

すみだこども園指定管理委 令和 9年度から令和18年度まで 2,767,698

託
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起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円

公 共 事 業 等 111,700 

公 営 住 宅 建 設 事 業 69,500 

学校教育施設等整備事業 3,900 

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 66,400 

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 12,800 

一般補助施設整備等事業 121,600 

地 域 活 性 化 事 業 36,900 

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 222,900 

公共施設等適正管理推進事業 571,100 

脱 炭 素 化 推 進 事 業 77,400 

デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 27,600 

市 町 村 振 興 資 金 貸 付 53,300 

上 水 道 整 備 事 業 66,700 

計 1,441,800 

第３表　地方債

証書借入　　　
又　　は　　　　　
証券発行

5.0％ 以内　　　　　　　　　　　　　
ただし、利率見直し方式
で借り入れる公的資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率。

借入先の融通条
件による。　　　　　　
ただし、市財政
の都合により据
置期間及び償還
期限を短縮もし
くは繰上償還又
は低利に借換え
ることができ
る。

－10－



国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 
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令和 8 年度　橋本市国民健康保険特別会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところ

による。  

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,714,974 千円と定め  

る。  

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

（歳出予算の流用）  

第２条　地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 
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令和 8 年度　橋本市駐車場事業特別会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

（歳入歳出予算）  

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,442 千円と定める。  

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算 
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令和 8 年度　橋本市墓園事業特別会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の墓園事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

（歳入歳出予算）  

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,372 千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 
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令和 8 年度　橋本市介護保険特別会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

（歳入歳出予算）  

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,758,371 千円と定め

る。  

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

（歳出予算の流用）  

第２条　地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 
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令和 8 年度　橋本市後期高齢者医療特別会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,273,277 千円と定め

る。  

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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工業団地造成事業特別会計予算 
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令和 8 年度　橋本市工業団地造成事業特別会計予算  

 

令和 8 年度橋本市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 126,661 千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 16 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗  
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水　道　事　業　会　計　予　算
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第１条　令和８年度橋本市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 戸

（２） ㎥

（３） ㎥

（４）

（イ） 千円

（ロ） 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。　

　　　第１款　水 道 事 業 収 益 千円

　　　　　第１項　営 　業　 収 　益 千円

　　　　　第２項　営　業　外　収　益 千円

　　　　　第３項　特　 別　 利　 益 千円

　　　第１款　水 道 事 業 費 用 千円

　　　　　第１項　営 　業　 費　用 千円

　　　　　第２項　営　業　外　費　用 千円

　　　　　第３項　特　 別　 損　失 千円

　　　　　第４項　予　　備　　費 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出

　　　額に対し不足する額1,202,160千円は、当年度分損益勘定留保資金等749,050千円、

　　　建設改良積立金453,110千円で補てんするものとする）。

　　　第１款　資 本 的 収 入 千円

　　　　　第１項　国 庫 支 出 金 千円

　　　　　第２項　負　　担　　金 千円

　　　　　第３項　繰　　入　　金 千円

　　　　　第４項　出　　資　　金 千円

　　　　　第５項　補　　償　　金 千円

　　　　　第６項　受　　託　　金 千円

　　　　　第７項　固定資産売却代金 千円

　　　　　第８項　企　　業　　債 千円

63,000

上 水 道 拡 張 工 事 1,413,454

令和８年度　橋本市水道事業会計予算

　（総　　則）

　（業務の予定量）

給　水　戸　数 27,199

総　給　水　量 7,653,173

一 日 平 均 給 水 量 20,968

主 な 建 設 工 事

配 水 施 設 建 設 改 良 工 事

収 入

1,830,566

1,434,399

396,164

67,320

5,000

3

支 出

1,932,434

1,864,762

61,825

847

収 入

532,486

42,600

1

8,162

40,000

1

2

374,400
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　　　第１款　資 本 的 支 出 千円

　　　　　第１項　建 設 改 良 費 千円

　　　　　第２項　拡  　張  　費 千円

　　　　　第３項　企業債償還金 千円

　　　　　第４項　国庫補助金返還金 千円

　　　　　第５項　予　　備　　費 千円

　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為のすることができる事項、期間及び限度額は、 次のとおりと定める。

限 度 額

　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 次のとおりと定める。

利率

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、 700,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項

　 特別損失に係る項間の流用。

（２） 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費、第２項拡張費、第３項企業

債償還金、第４項国庫補助金返還金に係る項間の流用。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

（１） 職 員 給 与 費 千円

　（たな卸資産の購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、86,574千円と定める。

       令和８年２月１６日    提 出

平　木　哲　朗

事　　　項 期　　　間

支 出

1,734,646

71,255

1,456,454

204,330

1,607

1,000

水道事業ビジョン更新委託
令和8年度から

15,873千円
令和9年度まで

コンビニ等収納委託業務
令和8年度から

7,700千円
令和10年度まで

紀見ヶ丘配水池耐震補強及び紀
見ヶ丘配水池外機械電気設備更新
工事

令和8年度から
217,000千円

令和9年度まで

起債の目的 限度額 起債の方法 償還の方法

　　　ならない。

173,714

        橋 本 市 長

拡張費 374,400千円 証書借入 5％
以内

借入先の融通条件
による。

　　　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ
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下　水　道　事　業　会　計　予　算
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第１条　令和８年度橋本市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 戸

（２） ㎥

（３） ㎥

（４）

（イ） 千円

（ロ） 千円

（ハ） 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。　

　　　第１款　下 水 道 事 業 収 益 千円

　　　　　第１項　営 　業　 収 　益 千円

　　　　　第２項　営　業　外　収　益 千円

　　　　　第３項　特　 別　 利　 益 千円

　　　第１款　下 水 道 事 業 費 用 千円

　　　　　第１項　営 　業　 費　用 千円

　　　　　第２項　営　業　外　費　用 千円

　　　　　第３項　特　 別　 損　失 千円

　　　　　第４項　予　　備　　費 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額

　　　に対し不足する額441,637千円は過年度分損益勘定留保資金396,667千円及び当年度分損

　　　益勘定留保資金44,970千円で補てんするものとする）。

　　　第１款　資 本 的 収 入 千円

　　　　　第１項　国 庫 支 出 金 千円

　　　　　第２項　分　　担　　金 千円

　　　　　第３項　負　　担　　金 千円

　　　　　第４項　他 会 計 補 助 金 千円

　　　　　第５項　他 会 計 出 資 金 千円

　　　　　第６項　固定資産売却代金 千円

　　　　　第７項　企　　業　　債 千円

　　　　　第８項　基　　　　　金 千円

　　　第１款　資 本 的 支 出 千円

　　　　　第１項　建 設 改 良 費 千円

　　　　　第２項　企業債償還金 千円

　　　　　第３項　基 金 積 立 金 千円

　　　　　第４項　予　　備　　費 千円

令和８年度　橋本市下水道事業会計予算

　（総　　則）

　（業務の予定量）

接　続　戸　数 11,992

年　間　排　水　量 3,797,585

一 日 平 均 排 水 量 10,404

主 な 建 設 改 良 事 業

汚 水 管 渠 整 備 事 業 271,213

雨 水 管 渠 整 備 事 業 0

流 域 下 水 道 整 備 事 業 195,363

収 入

1,917,136

745,672

1,171,458

6

支 出

1,904,308

1,747,720

150,683

405

5,500

収 入

1,010,188

126,697

2

14,394

264

176,128

2

692,700

1

支 出

1,451,825

527,459

920,968

1,898

1,500
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　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は、次のとおりと定める。

　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 次のとおりと定める。

利率

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、 1,000,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用、第３

　 項特別損失に係る項間の流用。

（２） 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費、第２項企業債償還金、第３

項基金積立金に係る項間の流用。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

（１） 職 員 給 与 費 千円

　（他会計からの補助金）

第10条　他会計からの補助金の金額は、以下のとおりである。

（１） 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

　 514,065千円である。

（２） 工業団地造成事業の工事費等に充てるため、工業団地造成事業特別会計か

らこの会計へ補助を受ける金額は、18,927千円である。

       令和８年２月１６日    提 出

平　木　哲　朗

事項 期間 限度額

起債の目的 限度額 起債の方法 償還の方法

　　　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ

　　　ならない。

86,255

        橋 本 市 長

排水設備工事に係る利子補給 令和８年度～令和１２年度
当該利子補給対象融資額に対す

る３％相当額利息

下水道事業経営戦略改定業務 令和８年度～令和９年度 14,773千円

下水道事業 692,700千円 証書借入
5.0％
以内

借入先の融通条件
による。
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病　院　事　業　会　計　予　算
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（総則）

第１条　令和８年度橋本市病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（病院）

（１） 300 床

（２）

人

人

（３）

人

520.0 人

（４）

（イ） 事業費 千円

 (ロ） 事業費 千円

（訪問看護）

（１）

（イ）月間利用者数 107.0 人

 (ロ）月間利用回数 667 回

（２）

（イ）月間居宅サービス計画作成者数 36.7 人

令和８年度　橋本市病院事業会計予算

病 床 数

年 間 患 者 数

入 院 85,775

外 来 125,320

１ 日 平 均 患 者 数

入 院 235.0

外 来

主要な建設改良事業

医療機器等整備事業 70,000

建物付属設備整備事業 39,600

訪 問 看 護 事 業

居宅介護支援事業
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（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入

第１款　病院事業収益 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

支　　出

第１款　病院事業費用 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

第５項 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入

  額が資本的支出額に対し不足する額569,201千円は、過年度分損益勘定留保資

　金569,201千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

支　　出

第１款　資本的支出 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

8,758,521

医 業 収 益 7,732,446

医 業 外 収 益 831,894

訪問看護収益 77,359

特 別 利 益 116,822

8,628,876

医 業 費 用 8,382,918

医 業 外 費 用 150,523

訪問看護費用 90,106

特 別 損 失 4,329

予 備 費 1,000

458,309

他会計負担金 348,259

企 業 債 109,600

投 資 450

1,027,510

建 設 改 良 費 109,930

投 資 7,155

企業債償還金 910,425
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（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおり

と定める。

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

(１） 第1款病院事業費用のうち、第1項医業費用、第2項医業外費用、

第3項訪問看護費用、第4項特別損失に係る項間の流用。

(２） 第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項投資、第3項

企業債償還金に係る項間の流用。

事項 期間 限度額

ロボット支援手術システム賃借料 令和9年度から令和11年度まで 136,844千円

物流管理業務委託 令和9年度から令和12年度まで 147,840千円

医事関係業務委託 令和9年度から令和12年度まで 918,720千円

ポジショニングピロー賃借料 令和9年度から令和13年度まで 1,604千円

起債の目的 限度額 起債の方法

病院事業 109,600千円 証書借入

利　　率 償還の方法

5%以内 借入先の融通条件による
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。

(１） 千円

(２） 千円

（他会計からの補助金）

第10条   病院事業運営のため一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計

へ補助を受ける金額は173,931千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第11条 　たな卸資産の購入限度額は、825,615千円と定める。

令和８年２月１６日　提出

橋本市長 平木　哲朗

職 員 給 与 費 4,643,421

交 際 費 2,030
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